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第１章 計画策定の趣旨 

第１節 計画策定の背景・目的 

わが国の少子化は急速に進行しており、本市の平成 31 年１月１日現在の総人口は

228,519 人、そのうち０～11 歳の児童人口は 21,737 人で、平成 27 年の総人口は

227,897 人、そのうち０～11 歳の児童人口は 23,009 人であり、総人口は微増して

いますが、児童人口は 1,272人の減少となっています。少子化が進行している理由とし

て、子育てのための経済的負担や、仕事と子育ての両立に対する負担感があることが指摘

されています。女性の社会進出に伴う低年齢児からの保育ニーズの増大、核家族化の進行、

地域とのつながりの希薄化を背景に、子育てに対して不安を抱える保護者の増加など、子

ども・子育てをめぐる家庭や地域の状況は変化し続けています。 

国では、少子化対策として平成 15年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基

づき、総合的な取り組みを進めてきましたが、子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化

を受け、新たな支援制度を構築するため、平成 24年に「子ども・子育て関連３法」が制

定され、「子ども・子育て支援新制度」では「子どもの最善の利益」が実現される社会を

めざすとの考えを基本に、（１）質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、（２）

保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善、（３）地域の子ども・子育て支援の充実

に取り組むこととなっています。 

平成 29年には、「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定し、「全世代型の社会保障」

の一環として、令和元年 10月より幼児教育・保育の無償化が開始され、子育て世代の費

用負担に係る大きな変化となっています。この変化に伴い、少子化対策に限らず、女性の

社会進出の促進や、教育・保育事業へのニーズの増大なども予測されることから、あらゆ

る視点から子ども・子育て支援施策を展開していくことが重要となります。 

本市では、平成 27年３月に策定した「第１期上尾市子ども・子育て支援事業計画」に

基づき、教育・保育や子育て支援に関する事業の質・量ともに充実を図り、家庭、学校、

地域、職域などの社会のあらゆる場において、すべての人が子ども・子育て支援について

の関心や理解を深め、それぞれが協働しながら各々の役割を果たしていくまちづくりを

推進してきましたが、計画の期間が平成 31年度に終了することから、これまで展開して

きた施策・事業の評価を行うとともに、本市における子ども・子育て支援を取り巻く現状

や課題等を踏まえ、新たに、令和２年度から令和６年度の５か年を計画期間とする「第２

期上尾市子ども・子育て支援事業計画」を策定したものです。 
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第２節 計画の性格と位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計

画」及び次世代育成支援対策推進法第８条第１項に基づく「市町村行動計画」、並びに母

子の健康づくりに係る「母子保健計画」を一体のものとして策定したものです。 

 

■子ども・子育て支援事業計画とは 

子ども・子育て支援新制度は、子ども・子育て関連３法に基づく、幼児期の学校教

育・保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上などを総合的に推進していく新し

い仕組みです。 

そのため、子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て家庭の状況や事業等の

利用状況・利用希望を把握し、計画的な事業や施設などの実施、整備を図るためのも

のです。 

 

本計画は、本市の最上位計画である「第５次上尾市総合計画」をはじめ、子ども・子育

て施策に関係する本市の各分野の計画と連携・整合を図っていきます。 

また、計画の推進にあたっては、各計画との連携を十分に考慮し、新たな課題や環境の

変化にも対応できるよう、柔軟に施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２次上尾市地域福祉計画・第５次上尾市地域福祉活動計画 

整合 

＜市の関連する個別計画等＞ 

●上尾市障害者支援計画 

●第７期上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

●第２次上尾市健康増進計画・食育推進計画 

●第２期上尾市教育振興基本計画 他 

埼
玉
県
関
連
計
画 

整合 

「第５次上尾市総合計画」 
【将来都市像】笑顔きらめく“ほっと”なまち あげお 

第２期上尾市子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援行動計画 

母子保健計画 含む 
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第３節 計画の期間 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。また、社会、経済

情勢の変化や本市の子どもと家庭を取り巻く状況、保育ニーズの変化など、様々な状況の

変化に対応するため、本市においては必要に応じて適宜計画の見直しを行うこととしま

す。 

 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

平成 
31年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

          

 

 

第４節 計画の策定体制 

１．上尾市子ども・子育て会議の開催 

本計画の策定に当たっては、法の規定及び国の方針に基づく手続きを行うとともに、地

域の特性に応じた計画を策定するために、関係機関、関係団体、学識経験者などで構成す

る「上尾市子ども・子育て会議」を開催し、計画内容等の審議を行いました。 

２．子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の各施設・サービスについて、保護者の利

用希望を把握するほか、より幅広いニーズを把握するため、就学前児童・就学児童の保護

者や 13～49歳の市民を対象に調査を実施した結果を計画に反映しました。 

３．パブリックコメントによる意見公募 

本計画に対する市民の意見を広く聴取するために、令和元年 12月 2日から 12月 27

日の期間でパブリックコメントを実施し、寄せられた意見を考慮して最終的な計画案の

取りまとめを行いました。 

第１期上尾市 

子ども・子育て支援事業計画 

第２期上尾市 

子ども・子育て支援事業計画 

見直し 見直し 必要により適宜見直し 

第５次上尾市総合計画（基本構想・基本計画） 

第２次上尾市地域福祉計画 

・第５次上尾市地域福祉活動計画 

見直し 

見直し 


